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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
  

 
(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。 

２  売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。 

３  潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

４  第64期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。 

  

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第64期

第３四半期 
連結累計期間

第65期
第３四半期 
連結累計期間

第64期

会計期間
自 平成22年４月１日
至  平成22年12月31日

自 平成23年４月１日 
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 10,545,687 10,781,152 14,280,005 

経常利益 (千円) 262,904 224,508 308,346 

四半期（当期）純利益 (千円) 110,011 32,451 103,865 

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 89,556 △7,262 79,037 

純資産額 (千円) 8,192,360 8,055,790 8,181,744 

総資産額 (千円) 14,882,528 15,141,129 15,230,543 

１株当たり四半期（当期） 
純利益金額 

(円) 4.65 1.37 4.39 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) ─ ― ─

自己資本比率 (％) 55.0 53.2 53.7 

回次
第64期

第３四半期 
連結会計期間

第65期
第３四半期 
連結会計期間

会計期間
自 平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自 平成23年10月１日 
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△） 

(円) 0.75 △0.35 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は、前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

(１) 業績の状況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原発事故の影響による電力不足問

題などにより急速に悪化しました。その後、震災からの復興に伴い回復の兆しが見られたものの、欧州

の財政危機や急激な円高の進行・長期化などにより不安定な状況が続いております。 

当社グループの主要取引先であります外食産業におきましても、従来からの消費者の外食離れ、低価

格志向などの厳しい経営環境に加え、震災による自粛傾向、放射能汚染による食品風評被害など、今後

も非常に厳しい状況が続くことが予想されます。 

このような状況の中で、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は

１０７億８１百万円（前年同四半期比2.2％増）、営業利益は２億１３百万円（前年同四半期比11.3％

減）、経常利益は２億２４百万円（前年同四半期比14.6％減）、四半期純利益は３２百万円（前年同四

半期比70.5％減）となりました。 
  

セグメントの業績は次のとおりであります。 
  

①業務用厨房関連事業 

売上高は、１０５億２１百万円（前年同四半期比2.2％増）、営業利益は５億２２百万円（前年同

四半期比5.2％減）となりました。 
  

②不動産賃貸事業 

売上高は、２億５９百万円（前年同四半期比1.6％増）、営業利益は１億４４百万円（前年同四半

期比4.0％減）となりました。 

  

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

― 3 ―



  

(２) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 
  

1. 会社の支配に関する基本方針  

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われ

る、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一

概に否定するものではありません。特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否か

は、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。  

しかしながら、大規模な株式の買付けの中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益を著

しく毀損するもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主

が大規模な株式の買付けの内容について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための

十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすた

めに買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少な

くありません。  

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営理念、企業価値のさまざまな

源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益

を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値・株主

共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者と

して不適切であると考えており、これをもって会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り

方に関する基本方針としております。 
  

２. 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 

当社を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少等の構造的変化の進展、また、食生活の一層の多

様化などめまぐるしいものがあります。このような経営環境下において、当社では企業価値向上の取組

みとして、外食産業を中心とする業界動向に関する情報収集の強化を図ることにより常に変化していく

顧客のニーズに的確に対応し、２４時間３６５日サービス体制といったアフターサービスの更なる向上

に取組むことで、取引先からの信頼を更に強固なものにしていく所存でおります。当社グループは業務

用厨房機器発展の一翼を担う企業としての自負を基本に、保守契約の推進・自社商品の販売促進等商品

差別化の推進を行って参ります。また、自社商品を使用して頂くことによる効率的で安全性の高い作業

環境の提案及びお客様のニーズを最優先に考えた提案セールス・戦略的営業の推進を図り、高付加価値

商品の重点販売等を販売戦略として、積極的に事業を展開していく所存であります。今後の課題として

は、更なる単品販売の強化を図っていくなかで、コーヒーマシン・マルチクッカー及びスチーム＆コン

ベクションオーブン等競争力のある商品を重点的に拡販するとともに、２４時間３６５日サービス体制

の一層の充実を目指してまいります。また、当社ではPotential Customer（潜在的な力を持ったお客

様）、Previous Customer（以前のお客様）への営業をPC営業と称して、既存顧客の掘り起こしをする

など、こうしたお客様への営業基盤の強化も図っております。さらに、当社では「物を売るのは人であ

る」の観点に立ち、人材教育についても積極的に行っております。社員教育の一環としまして、平成19

年6月に埼玉県日高市に流通センターと研修施設を新設しました。同施設は150名収容の会議室、40名収

容の宿泊設備、150平方メートルのテストキッチン等を備え、同施設を社員研修のみならず、お客様へ

のセミナーの場としてフルに活用し、受注に結びつくなどの効果がでております。不動産賃貸事業にお

いては、優良な入居者の確保をすることにより、安定的な収益の確保に努めてまいります。当社はこれ

らの施策により、安定した業績の確保と健全な財務体質を構築し、当社の企業価値及び株主の皆様の共

同の利益の確保・向上に取組んでまいります。 
  

３. 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み 

― 4 ―



  

当社は、企業価値・株主共同の利益の保護及び株主の皆様に大規模な買付けに応じるか否かを適切に

判断して頂く時間を確保することを目的として、大規模な買付けに関するルール（以下「大規模買付ル

ール」といいます。）を設定し、特定株主グループの議決権割合を25%以上とする当社株式等の買付行

為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が25%以上となる当社株式等の買付行為（いずれに

ついても当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、以下、当該買付行為を「大規模買付行為」と

いい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）がなされる場合を適用対象としま

す。当社取締役会が設定する大規模買付ルールにおいては、①大規模買付者が事前に当社取締役会に対

して必要かつ十分な情報を提供し、②それに基づき当社取締役会が当該大規模買付行為について評価・

検討を行うための期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというもので、その概要は以下のと

おりです。 

（1）意向表明書の当社への事前提出  

大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、大規模買付ルールに従う旨の

誓約及び以下の内容等を記載した意向表明書（以下「意向表明書」といいます。）をご提出いただき

ます。 
  

（2）大規模買付者からの情報の提供  

当社取締役会は、上記（1）の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当社取締役会

に対して当初提供いただくべき、株主の皆様の判断及び取締役会としての意見形成のために必要かつ

十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）のリストを当該大規模買付者に交付します。当初提

供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会

は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。  
  

（3）取締役会による評価期間 

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対し本必要

情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買

付の場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の場合）を当社取締役会による評価、検討、交渉、

意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）とします。従って、

大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 当社取締役会は、

提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取

締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。 
  

（4）独立委員会の設置 

本プランにおいて、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模買付者が大規模

買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値・株主共同の利益を著しく損なうか否か及

び対抗措置をとるか否か等の検討及び判断については、その客観性、公正さ及び合理性を担保するた

め、当社は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置しております。当社取締役会は

上記の判断を行うにあたりかかる独立委員会に必ず諮問することとし、独立委員会は諮問を受けた事

項について当社取締役会に対して勧告することとします。 
  

（5）大規模買付行為がなされた場合の対応  

① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合  

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為

に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することに

より、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりませ

ん。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示

する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。  

但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い

損害をもたらすなど、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場

合には、当社取締役会は企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的として、例外的に新株予約

権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を取ることがあります。  
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② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、

当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当

て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合が

あります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、独立委

員会の勧告を最大限尊重し、外部専門家等の意見も参考にして当社取締役会が決定します。具体的に

いかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択する

こととします。 
  

４. 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致し、当社

の 役員の地位の維持を目的とするものでないことについて  

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること  

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の

確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を充足しています。  
  

(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもっていること  

本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主

の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主

の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能にするものであり、当社の企業価値・株主共同の

利益を確保し、向上させるという目的を持ったものです。 
  

(3) 合理的な客観的発動要件の設定  

本プランは、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大規模買付ルールを遵

守していても株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買付である場合や株主に株式の売却を事

実上強要するおそれがある買付である場合など、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足

されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防

止するために独立委員会の勧告を経るなどの仕組みを確保しているものといえます。 
  

(4) 株主意思を重視するものであること  

当社は、平成22年6月29日開催の定時株主総会における、株主の皆様のご承認に基づき、本プラン

を更新致しました。  

 本プランは、有効期間を平成22年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとするいわゆるサンセット条項が付さ

れております。また、本プランの有効期間の前であっても、①株主総会において本プランを廃止する

旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プラ

ンを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味

で、本プランの消長及び内容は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなっております。  
  

(5) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができ

るものであり、当社株式を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構

成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド

型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）で

はありません。 また、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本プランは、スローハン

ド型買収防衛策（取締役の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに

時間を要する買収防衛策）でもありません。 
  

(3) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

  

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 72,000,000 

計 72,000,000 

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成24年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,818,257 23,818,257 
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は500株でありま
す。 

計 23,818,257 23,818,257 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成23年10月１日～ 
平成23年12月31日 

─ 23,818,257 ─ 3,235,546 ─ 2,964,867 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成23年12月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ 

 3,500株(議決権の数７個)及び200株含まれております。 

２ 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が221株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

 
  

該当事項はありません。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式    141,500 

―
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 23,510,500 47,021 同上 

単元未満株式 普通株式 166,257 ― 同上 

発行済株式総数 23,818,257 ― ― 

総株主の議決権 ― 47,021 ― 

 平成23年12月31日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
北沢産業株式会社 

東京都渋谷区東二丁目23
番10号 141,500 ─ 141,500 0.59 

計 ― 141,500 ─ 141,500 0.59 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１

日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、公認会計士 治田 秀夫及び公認会計士 高橋 正一による四半期

レビューを受けております。 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,496,840 3,273,322

受取手形及び売掛金 3,349,859 ※2  2,973,455

商品 1,218,767 1,244,633

製品 4,146 2,864

仕掛品 11,074 10,945

原材料及び貯蔵品 47,517 50,324

繰延税金資産 58,324 20,315

その他 93,104 77,742

貸倒引当金 △43,200 △38,400

流動資産合計 7,236,433 7,615,202

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,197,257 3,070,926

機械装置及び運搬具（純額） 43,435 48,743

土地 2,697,889 2,684,234

その他（純額） 59,587 46,132

有形固定資産合計 5,998,169 5,850,037

無形固定資産   

ソフトウエア 150,982 86,219

その他 54,778 54,500

無形固定資産合計 205,760 140,720

投資その他の資産   

投資有価証券 805,894 751,231

長期貸付金 1,199 1,574

長期預金 300,000 100,000

繰延税金資産 422,551 416,338

その他 368,628 397,928

貸倒引当金 △108,093 △131,902

投資その他の資産合計 1,790,180 1,535,169

固定資産合計 7,994,110 7,525,927

資産合計 15,230,543 15,141,129
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,406,617 3,464,514

短期借入金 ※1  2,119,000 ※1  2,119,000

未払法人税等 78,456 98,165

賞与引当金 83,549 3,704

その他 289,157 312,218

流動負債合計 5,976,780 5,997,603

固定負債   

退職給付引当金 793,643 798,851

役員退職慰労引当金 245,396 255,496

繰延税金負債 123 230

その他 32,853 33,157

固定負債合計 1,072,017 1,087,735

負債合計 7,048,798 7,085,338

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,235,546 3,235,546

資本剰余金 2,965,137 2,965,137

利益剰余金 2,028,806 1,942,866

自己株式 △31,630 △31,930

株主資本合計 8,197,860 8,111,620

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △16,115 △55,829

その他の包括利益累計額合計 △16,115 △55,829

純資産合計 8,181,744 8,055,790

負債純資産合計 15,230,543 15,141,129
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 10,545,687 10,781,152

売上原価 7,729,803 7,884,113

売上総利益 2,815,883 2,897,038

販売費及び一般管理費 2,575,174 2,683,433

営業利益 240,708 213,605

営業外収益   

受取利息 1,811 1,392

受取配当金 10,541 9,039

為替差益 5,575 －

受取家賃 8,077 7,403

その他 16,591 12,313

営業外収益合計 42,597 30,148

営業外費用   

支払利息 14,569 13,276

為替差損 － 308

支払手数料 5,645 5,661

その他 187 －

営業外費用合計 20,401 19,245

経常利益 262,904 224,508

特別利益   

固定資産売却益 60 －

貸倒引当金戻入額 24,188 －

土地売却益 － 8,212

特別利益合計 24,248 8,212

特別損失   

固定資産除却損 1,265 543

固定資産売却損 － 163

会員権売却損 4 －

投資有価証券評価損 27,238 －

会員権評価損 350 100

特別損失合計 28,858 807

税金等調整前四半期純利益 258,293 231,912

法人税、住民税及び事業税 55,196 135,108

法人税等調整額 93,085 64,352

法人税等合計 148,281 199,461

少数株主損益調整前四半期純利益 110,011 32,451

四半期純利益 110,011 32,451
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 110,011 32,451

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,455 △39,714

その他の包括利益合計 △20,455 △39,714

四半期包括利益 89,556 △7,262

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 89,556 △7,262

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【継続企業の前提に関する事項】 

当第３四半期連結会計期間(自  平成23年10月１日  至  平成23年12月31日) 

該当事項はありません。 

  
【追加情報】 

 

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日  
  至 平成23年12月31日)

 (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の
訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基
準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しております。

 (法人税率の変更等による影響) 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率

の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計

算に使用する法定実効税率は40.33％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始

する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.01％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以

降に解消が見込まれる一時差異については35.64％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税

金負債の額を控除した金額）が44,523千円、その他有価証券評価差額金が4,068千円それぞれ減少し、法人税等調整

額が40,454千円増加しております。 

 
前連結会計年度末 
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日)

※１ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。 

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。 

 
当座貸越極度限度額及び 
貸出コミットメントの総額

3,600,000千円

 借入実行残高 2,100,000千円

 差引 1,500,000千円

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結

しております。 

当第３四半期連結会計年度末における当座貸越契約

及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

当座貸越極度限度額及び 
貸出コミットメントの総額

3,600,000千円

借入実行残高 2,100,000千円

差引 1,500,000千円

※2  ――――――――― 

 

 

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期

手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれておりま

す。 

 受取手形             8,205千円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであり

ます。 
  

 
  

(株主資本等関係) 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

配当金支払額 

 
  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

配当金支払額 

 
  

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日  
  至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日  
  至 平成23年12月31日)

減価償却費 249,454千円 235,366千円

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 118,407 5.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 118,391 5.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額 △460,546千円には、全社費用 △462,320千円が含まれております。全社費用は 

  主にセグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額 △453,066千円には、全社費用 △455,318千円が含まれております。全社費用は 

  主にセグメントに帰属しない管理部門等に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 (単位：千円)

 報告セグメント 
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２

 業務用厨房 
関連事業 

不動産
賃貸事業 

計

売上高  

 外部顧客への売上高 10,289,824 255,862 10,545,687 ― 10,545,687 

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

─ 15,244 15,244 △15,244 ―

計 10,289,824 271,106 10,560,931 △15,244 10,545,687 

セグメント利益 550,690 150,565 701,255 △460,546 240,708 

 (単位：千円)

 報告セグメント 
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２

 業務用厨房 
関連事業 

不動産
賃貸事業 

計

売上高  

 外部顧客への売上高 10,521,265 259,886 10,781,152 ― 10,781,152 

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

─ 7,549 7,549 △7,549 ―

計 10,521,265 267,435 10,788,701 △7,549 10,781,152 

セグメント利益 522,194 144,476 666,671 △453,066 213,605 
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(１株当たり情報) 

 
(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 (自  平成22年４月１日 
至  平成22年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益金額 4円65銭 1円37銭

（算定上の基礎） 

 四半期純利益金額 110,011千円 32,451千円

 普通株主に帰属しない金額 ― 千円 ― 千円

 普通株式に係る四半期純利益金額 110,011千円 32,451千円

 普通株式の期中平均株式数 23,680,429株 23,677,509株

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成24年２月14日

北沢産業株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  

  

私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北沢産
業株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成
23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月
31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期
連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
私たちの責任は、私たちが実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対

する結論を表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの
基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
私たちは、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北沢産業株式会社及び連結子会社の平成23年12
月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していな
いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

 公認会計士治田秀夫事務所

  公認会計士 治 田 秀 夫 ㊞

 公認会計士高橋正一事務所

  公認会計士 高 橋 正 一 ㊞

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年２月14日 

【会社名】 北沢産業株式会社 

【英訳名】 KITAZAWA SANGYO CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾 崎 光 行 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当無し 

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東二丁目23番10号 

【縦覧に供する場所】 北沢産業株式会社 大宮支店 

 (埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目99番５号) 

北沢産業株式会社 千葉支店 

 (千葉県千葉市中央区都町二丁目12番10号) 

北沢産業株式会社 横浜支店 

 (神奈川県緑区青砥町623番地１ やま喜ビル102号室) 

北沢産業株式会社 名古屋支店 

 (愛知県名古屋市名東区平和が丘５丁目44番地) 

北沢産業株式会社 大阪支店 

 (大阪府大阪市淀川区宮原一丁目17番33号) 

株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



当社代表取締役社長 尾崎光行は、当社の第65期第３四半期(自 平成23年10月１日 至 平成23年12

月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたし

ました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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